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１ 計画策定の趣旨  

   本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年法律第 117号）『第 20条第２項地方公

共団体等』の規定に基づくものであり、京都議定書目標達成計画を踏まえ、糸魚川市の自然的・社会

的条件に応じた、温室効果ガスの排出抑制等のために策定するものです。 

  

２ 地球温暖化の現状  

   地球温暖化に関する状況については、１９８８年に国連の組織として設立された「気候変動に関す

る政府間パネル（ＩＰＣＣ）」がこれまで４回にわたり地球温暖化の科学・影響・対策に関する評価報

告書を公表しています。 

２００７年に発表された最新の「第４次評価報告書（ＡＲ４）」によると、地球の平均気温は１９０

６年～２００５年の１００年間で０.７４（０.５６～０.９２）℃上昇し、２０世紀の１００年間で、

平均海面水位は１７cm上昇したと推計されています。また、最近５０年の気温上昇は、過去１００年

の上昇速度のほぼ２倍に相当し、近年になるほど温暖化が加速している状況にあり、２１００年には、

温室効果ガスの排出量が最も増加した場合、平均気温は４.０（２.４～６.４）℃上昇すると予測され

ています。 

そして、その原因については、「１７５０年以降の人間活動が温暖化をもたらした可能性が非常に高

い」と指摘しています。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターホームページ 

1961～1990年 平均を 0.0℃として 1961～1990年 平均を 0.0mmとして 

第１章 計画策定の背景と基本的事項 

 計画策定の背景 １ 
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糸魚川市の過去３０年の年平均気温の推移を見ると、近年上昇傾向を示しています。全地球と同様  

に、温暖化の影響が生じていることが否定できない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市における年平均気温の経年変化（1979～2010年）
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   データ出典：新潟地方気象台（糸魚川観測所） 

※棒グラフ：各年の平均気温と平均値との温度差 

      平均値は、1979年～2009年の平均気温 

直  線：長期的な変化傾向。 

 

1979～2009年の平均気温14.2度を基準とする。 

 

 

現在の地球の平均気温は、１４℃前後です。これは左

図のように、二酸化炭素や水蒸気などの「温室効果ガス」

の働きによるものです。 

もし、温室効果ガスが全く存在しなければ、地表面の

放射された熱は地球の大気を素通りしてしまい、その場

合の平均気温は－１９℃になるといわれています。 

このように、温室効果ガスは生物が生きるために不可

欠なものです。しかし、産業革命以降、人間は石油や石

炭等の化石燃料を大量に燃やして使用することで、大気

中への二酸化炭素の排出を急速に増加させてしまいまし

た。このため、温室効果がこれまでよりも強くなり、地

表面の温度が上昇しています。これを「地球温暖化」と

呼んでいます。 

出典：環境省「STOP THE温暖化2008」 

地球温暖化とは 
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３ 地球温暖化対策への取り組み  

 

（１）国際社会における取り組み 

   ①気候変動に関する枠組条約 

 １９９２年５月に国連で採択された気候変動枠組条約では、日本を含む１５５カ国が署名してお

り、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガ

スの濃度を安定化させること」を究極の目的としています。そして、そのような水準の達成にあた

っては、生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能

な態様で進行することができるような期間内に達成されるべきとしています。 

 

   ②京都議定書の採択 

これを受けて１９９７年１２月に京都で開催されたＣＯＰ３（気候変動枠組条約第３回締結国会

議）では、２００８年から２０１２年の間に先進国や経済移行国が、全体の温室効果ガス排出量を

基準年である１９９０年に比べて５％以上削減することを目的とした「京都議定書」が採択され、

２００５年２月に発行しました。 

これにより、日本は６種類の温室効果ガスの総排出量を、「２００８年から２０１２年」の第一約

束期間に、１９９０年レベルから６％削減する法的義務を負うことになりました。 

  

 ③ポスト京都議定書に向けて 

    京都議定書の第一約束期間が２００８年から始まりましたが、世界では京都議定書の第一約束期

間終了後の２０１３年以降の国際的枠組み等について議論が始まっています。２００７年１２月イ

ンドネシア・バリ島で開催されたＣＯＰ13（気候変動枠組条約第 13回締結国会議）・ＣＯＰ/ＭＯＰ

３（京都議定書第３回締約国会合）では、京都議定書における第一約束期間のその後である２０１

３年以降の枠組みについて、２００９年までに合意することを定めた「バリ行動計画」が採択され

ました。 

２００８年７月に日本が議長国として開催された北海道洞爺湖サミット（第 34 回主要国首脳会

議：Ｇ８）では、次のことを確認するなど、中期的、長期的な視野を持って低炭素化社会を構築し

ていく重要性が認識されました。 

・２０５０年までに世界全体の温室効果ガス排出量の尐なくとも５０％削減を達成する目標をＵ

ＮＦＣＣＣ（気候変動枠組条約）のすべての締約国が共有し、採択すること。 

・すべての先進国間で排出量の絶対的削減を達成するため、野心的な国別総量目標を実施するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：環境省「STOP THE温暖化2008」 
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（２）日本における取り組み 

   日本においては、京都議定書の発効により、１９９８年に「地球温暖化対策の推進に関する法律」

を制定し、それに基づき総合的な地球温暖化対策を進めるため、２００５年４月「京都議定書目標

達成計画」を閣議決定しました。 

２００７年、日本は地球温暖化問題についての戦略を盛り込んだ「美しい星５０（クールアース

５０」を提案し、これを実現する手段として、２００８年１月ダボス会議において、①ポスト京都

フレームワーク、②国際環境協力、③イノベーションの３つの柱からなる「クールアース推進構想」

を発表しました。 

また、２００８（平成２０）年３月には目標達成計画を全面的に改定し、新たな削減対策の追加

等、取組みの強化を図りました。 

    さらに、同年７月には、「２０５０年までに現状から二酸化炭素排出量を６０～８０％削減する」

ことを日本の長期目標に掲げ、その達成に向けて、具体的な行動計画として「低炭素社会づくり行

動計画」が閣議決定されました。 

現在、国では「２０２０（平成３２）年までに１９９０（平成２）年比２５％削減、２０５０年

までに１９９０（平成２）年比８０％削減」といった中長期目標を盛り込んだ「地球温暖化対策基

本法」やこれらの中長期目標を達成するためには、いつ、どのような対策・施策を実施していくの

かという道筋（ロードマップ）が検討されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新潟県における取り組み 

新潟県においては、１９９５年に「新潟県生活環境の保全に関する条例」に基づき、地球環境保

全対策の指針とする「新潟県地球温暖化対策地域推進計画」を策定しました。この計画では、計画

期間を２０１０年までと設定し、「２０００年において、二酸化炭素排出量を１９９０年レベルまで

削減し、２０００年以降、できる限り排出量を削減させること」を目標に掲げています。 

    その後、２００９年３月に「新潟県地球温暖化対策地域推進計画」の見直しを行い、この中で「２

００８年度～２０１２年度の５年平均で、温室効果ガス排出量を１９９０年度比６％削減する」と

いう目標を掲げました。 

    目標達成のため、温室効果ガス排出量の伸びが大きい家庭、業務、運輸からの排出量削減を重要

としています。その対策として、県版カーボン・オフセット制度の普及やエコ事業所認定制度など

重点的に進めるべき１３の取組みをリーディングプロジェクトとして設定し、これらを牽引力とし

て、県民・事業者における取り組み拡大を進めることとしています。 

 

出典：環境省「STOP THE温暖化2008」 
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１ 計画の目的  

 「京都議定書目標達成計画」では、①地域の特性に応じた対策の実施、②率先した取り組みの実施、 

 ③地域住民への情報提供の推進が地方公共団体の基本的役割として定められています。 

  また、「糸魚川市総合計画」に掲げている環境の保全と循環型社会の形成の実現に向け、「糸魚川市環

境基本計画」では、『地球にやさしい人が育つまち』を目標の一つとして定め、「地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）」の策定を謳っています。 

これらを踏まえ、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２０条第２項に基づき、糸魚川市において

も、地球温暖化対策に関する具体的な方針を示し、市民・事業者・行政それぞれの役割に応じた取り組

みを推進することを目的とし「糸魚川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけ  

  本計画は、市民・事業者・行政の協働により推進されるものであり、地域から排出される温室効果ガ

スの排出量削減に向けて取り組む総合的な計画です。 

そのため、本市の行政の根幹をなす「糸魚川市総合計画」における環境に関わる基本構想・基本計画

及び個別の施策、さらには「糸魚川市環境基本計画」における各種施策及び取り組みと整合するものと

します。 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県 

国 

京都議定書目標達成計画 

低炭素社会づくり行動計画 

 

新潟県地球温暖化対策

地域推進計画 

＜地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋）＞ 

（国及び地方公共団体の施策） 

第２０条 

２ 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の

自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的

かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。 

 

 

 計画の基本的事項 ２ 

地球温暖化対策の 

推進に関する法律 

≪国・県の計画≫ ≪市の計画≫ ≪関係法令≫ 

京都議定書 

糸魚川市地球温暖化対策 

実行計画(区域施策編) 

糸魚川市総合計画 

糸魚川市環境基本計画 

市民 事業者 行政 
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３ 計画の期間及び基準年度  

（１）計画期間 

   本計画の対象期間は、２０１３（平成２５）年度から２０２０（平成３２）年度までとします。 

    ただし、国の「低炭素社会づくり行動計画」における長期目標を踏まえ、２０５０年度までを視野

に入れて計画を策定することとします。 

目  標：２０２０年度 

     長期目標：２０５０年度 

    なお、京都議定書の第一約束期間（２０１２年）後の動向による国の政策の見直しや法改正など、

本計画を変更する必要が出てきた場合は、随時見直しを行うものとします。 

  （２）基準年度 

   京都議定書と同じく１９９０（平成２）年度とします。 

   現状については、把握が可能な直近年度である２００９（平成２１）年度とします。 

 

４ 計画の対象地域  

  本計画における対象地域は、糸魚川市全域とします。 

 

５ 対象とする温室効果ガス  

  温室効果ガスは、「京都議定書」で定められた次の６種類です。 

【温室効果ガスの種類と特徴】 

ガスの種類 地球温暖化係数 用途・排出源など 

二酸化炭素 

（ＣＯ2） 
1 

燃料の燃焼に伴い発生。化石燃料により得られた発

電用の消費も含む。代表的な温室効果ガス 

メタン 

（ＣＨ4） 
21 

稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門、廃棄物の埋

立、下水処理に伴うもの。 

一酸化二窒素 

（Ｎ2Ｏ） 
310 

燃料の燃焼や農業、廃棄物や汚泥の燃焼などに伴う

もの。 

ハイドロフルオロカーボン

（ＨＦＣ） 

1,300 

（140～11,700） 

エアゾール製品の噴射剤、カーエアコンや冷蔵庫の

冷媒、断熱発泡剤などに使用されるもの。 

パーフルオロカーボン

（ＰＦＣ） 
6,500～9,200 

半導体等製造用や電子部品などの不活性液体などと

して使用されるもの。 

六ふっ化硫黄 

（ＳＦ6） 
23,900 

変電設備に封入される電気絶縁ガスや半導体等製造

用などとして使用されるもの。 

  ※地球温暖化係数:個々の温室効果ガスの地球温暖化に対する効果を、その持続時間も加味した上で、

ＣＯ2の効果に対して相対的に示す指標。 
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本計画では、環境省の示す特例市未満を対象とした策定マニュアルに基づき、温室効果ガスの大部分

を占める二酸化炭素（ＣＯ2）のみを対象とし、『温室効果ガス＝二酸化炭素』として記載します。 

 

【温室効果ガスの対象分野】 

対象温室効果ガス 
対象分野 

ガスの種類 地球温暖化係数 

二酸化炭素（ＣＯ2） １ 
エネルギー起源ＣＯ2 

産業 

家庭 

業務 

運輸 

廃棄物（一般廃棄物） 

 

【温室効果ガスの排出起源】 

対象分野 排出起源等 

エネルギー起源ＣＯ2 

  産業 農林業、鉱業、建設業、製造業における化石燃料の消費、電気の使用に伴

う排出 

家庭 一般家庭における電気、ガス、灯油などの使用に伴う排出 

業務 第３次産業にあたる業種（小売、卸売業、飲食業、宿泊業、金融、保険、

不動産業、情報通信業、公共サービス業、地方公共団体等）における電気

ガス、灯油などの使用に伴う排出 

運輸 自動車（貨物自動車、旅客自動車、乗用車、軽自動車）における化石燃料

の排出に伴う消費 

廃棄物 一般廃棄物の焼却（廃プラスチック類）に伴う排出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本における 2009年の温室効果ガスの 

総排出量は、約 12億 900万ｔとなっていま 

す。 

温室効果ガスの種類別排出量の内訳は、 

右図のとおりとなっており、排出される 

温室効果ガスの 94.7％は、二酸化炭素と 

なっております。 

出典：国立環境研究所 温室効果ガスイベントリオフィス 

日本における温室効果ガス排出割合 
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温室効果ガス排出量の算定は、環境省の示す特例市未満を対象とした策定マニュアルに基づき行

います。 

    基準年度である１９９０（平成２）年度から５年ごとに１９９５（平成７）年度、２０００（平

成１２）年度、２００５（平成１７）年度、直近の現況年度として２００９（平成２１）年度につ

いて算定します。 

１ 温室効果ガスの総排出量  

  糸魚川市の２００９（平成２１）年度における温室効果ガスの総排出量は、453,557.9t-CO2となっ

ています。基準年度である１９９０（平成２）年度の 471,214.6 t-CO2に対して、３.７％減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  類 
1990(平成2)年度 

（基準年度） 

1995(平成7)年度 

 

2000(平成12)年度 

 

2005(平成17)年度 

 

2009(平成21)年度 

（現況年度） 

温室効果ガス総排出量 471,214.6 523,228.2 532,710.6 509,137.8 453,557.9 

(1990年度からの増減)  11.0％ 13.1％ 8.0％ -3.7％ 

第２章 温室効果ガス排出の現状と将来予測 

 温室効果ガス排出量の現状 １ 

(t-CO2) 

温室効果ガス総排出量

471,214.6

523,228.2 532,710.6
509,137.8

453,557.9
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500,000

600,000
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(年) 

(t-CO2) 
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日本は、世界全体の二酸化炭素排出量の約４.０％を排出しており、国別では、中国、米国、

ロシア、インドに次いで世界で５番目に多く二酸化炭素を排出しています。 

    京都議定書において、日本は第一次約束期間（2008年～2013年）に、基準年（1990年。ＨＦ

Ｃｓ、ＰＦＣs，ＳＦ6 については 1995 年）から６％の削減を約束していますが、2009 年度の

温室効果ガス排出量は 12億 900万ｔであり、1990年からは、4.1％減となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立環境研究所 温室効果ガスイベントリオフィス 

 

 

 

 

 

 

日本における温室効果ガス排出状況 
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２ 温室効果ガスの排出特性  

（１）部門別排出量 

 糸魚川市の２００９（平成２１）年度における排出量の部門別構成をみると、産業部門が３９.

７％を占め、次いで運輸（２８.０％）、家庭（１７.６％）、業務（１３.９％）となっています。  

また、１９９０（平成２）年度の基準年と比較すると、産業部門の占める割合が減少し、業務

部門と運輸部門が増加しています。 

 

 

 

【部門別二酸化炭素排出量の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1990年度 2009年度 1990年度比 

排出量(t-CO2) 割合（％） 排出量(t-CO2) 割合（％） 増減率（％） 

産業部門 222,118.3 47.1％ 180,240.8 39.7％ -18.9％ 

家庭部門 77,812.8 16.5％ 79,775.1 17.6％ 2.5％ 

業務部門 51,182.7 10.9％ 62,906.2 13.9％ 22.9％ 

運輸部門 115,751.3 24.6％ 126,979.8 28.0％ 9.7％ 

廃棄物部門 4,349.5 0.9％ 3,656.0 0.8％ -15.9％ 

合  計 471,214.6 100.0％ 453,557.9 100.0％ -3.7％ 

2009年度

産業

39.7%
家庭

17.6%

業務

13.9%

運輸

28.0%

廃棄物

0.8%

1990年度

産業

47.1%家庭

16.5%

業務

10.9%

運輸

24.6%

廃棄物

0.9%
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【部門別二酸化炭素排出量】     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  類 
1990(平成2)年度 

（基準年度） 

1995(平成7)年度 

 

2000(平成12)年度 

 

2005(平成17)年度 

 

2009(平成21)年度 

（現況年度） 

温室効果ガス総排出量 471,214.6 523,228.2 532,710.6 509,137.8 453,557.9 

 (1990年度からの増減)  11.0％ 13.1％ 8.0％ -3.7％ 

産業部門 222,118.3 217,089.3 214,669.1 200,335.0 180,240.8 

 (1990年度からの増減)  -2.3％ -3.4％ -9.8％ -18.9％ 

製造業 196,633.0 185,295.0 190,592.0 180,121.6 159,761.1 

(1990年度からの増減)  -5.8％ -3.1％ -8.4％ -18.8％ 

建設業・鉱業 20,794.9 27,773.4 18,900.1 14,774.0 15,035.8 

(1990年度からの増減)  33.6％ -9.1％ -29.0％ -27.7％ 

農林業 4,690.4 4,020.9 5,177.0 5,439.4 5,443.9 

(1990年度からの増減)  -14.3％ 10.4％ 16.0％ 16.1％ 

家庭部門 77,812.8 93,367.9 89,086.9 93,340.7 79,775.1 

(1990年度からの増減)  20.0％ 14.5％ 20.0％ 2.5％ 

業務部門 51,182.7 67,085.1 68,400.2 72,616.0 62,906.2 

(1990年度からの増減)  31.1％ 33.6％ 41.9％ 22.9％ 

運輸部門 115,751.3 141,853.6 155,496.7 139,600.6 126,979.8 

(1990年度からの増減)  22.6％ 34.3％ 20.6％ 9.7％ 

廃棄物部門 4,349.5 3,832.3 5,057.7 3,245.5 3,656.0 

(1990年度からの増減)  -11.9％ 16.3％ -25.4％ -15.9％ 

部門別二酸化炭素排出量の推移

0

50,000

100,000

150,000
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250,000

1990 1995 2000 2005 2009

産業
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運輸

廃棄物

(t-CO2) 

(年) 
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【産業部門】 

  産業部門では、製造業、建設業・鉱業、農林水産業の３業種からの二酸化炭素排出量を算出しまし  

 た。 

  製造業が全体の 88.6％を占めています。 

  産業部門は、1990年をピークに減少傾向にあります。 

  ＜主な増減理由＞ 

・製造業出荷額の減少（1990年比 約 338億円減 23.9%減） 

・建設業の市内従業者数の減少（1990年比 2,033人減 37.1%減） 

  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業部門構成（2009年度）

農林水

産業

3.0%

製造業

88.6%

建設

業・鉱

業

8.4%

【産業部門全体】

0
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【製造業】

196,633
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【建設業・鉱業】
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【農林水産業】

4,690.4 4,020.9 5,177.0 5,439.4 5,443.9
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産業別従業者人数
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製造業　製造品出荷額の推移
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【家庭部門】 

  家庭部門では、1990年から少し増加しています。 

  ＜主な増減理由＞ 

・世帯数の増加（1990年比 785世帯増 4.6％増） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務部門】 

  業務部門では、2000年にピークを迎え、その後減少傾向に 

あります。 

  ＜主な増減理由＞ 

・業務部門床面積の増加（1990年比 113,370㎡増 41.7％増） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家庭部門】
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【運輸部門】 

    運輸部門では、自動車（旅客）、自動車（貨物）、鉄道、船舶からの二酸化炭素排出量を算出しま

した。2000年にピークを迎え減少傾向にあります。 

   ＜主な増減理由＞ 

 ・自動車（旅客）保有台数の増加（1990年比 11,986台増 85.2％増） 

    ・船舶 姫川港入港船舶総トン数の増加（1990年比 1,280千 t増 80.9％増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸部門
　CO2排出量構成比
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【廃棄物部門】 

   廃棄物部門では、一般廃棄物焼却施設からの 

二酸化炭素排出量を算出しました。 

   2000年をピークに減少傾向にあります。 

   ＜主な増減理由＞ 

・焼却処理量の減少（1990年比 648ｔ減 4.5%減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【廃棄物】
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（２）温室効果ガスの排出傾向 

◆他自治体との比較 

    糸魚川市における２００９年度のエネルギー起源ＣＯ2 の部門別排出量について、他自治体（全

国、新潟県）と比較します。 

    糸魚川市の二酸化炭素排出割合の特徴は、国に比べて業務部門の占める割合が小さく、運輸部門          

の割合が大きい傾向にあると言えます。新潟県に比べては産業部門・家庭部門の占める割合が小さ

く、業務部門・運輸部門の割合が大きいと言えます。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆一人当り排出量の推移 

糸魚川市の総排出量は減少していますが、一人当たりの温室効果ガス排出量は増加しています。 

一人当たりの二酸化炭素排出量は２００５年をピークに減少していますが、１９９０年の基準年

に比べ増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民一人当りの温室効果ガス排出量の比較
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１ 将来推計の考え方  

   温室効果ガス排出量は、以下の式で表すことができます。 

 温室効果ガス排出量 ＝ 指標（活動量） × 原単位  

将来予測では、各部門の「指標（活動量）」及び「原単位」を推計し、上記の算定方法で、現状

のまま特に対策を講じないで推移した場合の将来の温室効果ガス排出量の推計値を算出します。 

「原単位」については、現状を維持すると想定し、２００９年度の値で固定します。 

温室効果ガスの排出量は、人口や世帯数の変動のほか、技術開発や社会基盤の整備状況など、様々

な要素が複雑に関係しあって変化すると考えられますが、本計画では環境省の示す策定マニュアル

に基づき、「人口に比例して排出量が変化していく」ものと仮定し、本市の将来人口予測を基に各

部門別にみた今後の排出傾向から排出量を推計しました。 

 

２ 将来推計の結果  

    追加的な対策を見込まない「現状趨
すう

勢ケース」で将来の温室効果ガス排出量を推計した結果、京

都議定書の第一約束期間の最終年にあたる２０１２（平成２４）年度の排出量は、437,804.4 t-CO2

となり、基準年の１９９０（平成２）年度と比べると７.３％減少すると推計されます。 

 

温室効果ガス総排出量の将来推移（対策を講じない場合） 
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第３章 地球温暖化対策の基本方針については、第４章 施策の展開を審議いただ

くなかで、検討するものとします。 

第３章 地球温暖化対策の基本方針 

 温室効果ガス削減目標 １ 
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 地球温暖化対策の基本方針 ２ 
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部門 基本方針

産業部門 省エネ・省ＣＯ２の普及 省エネ対策の促進 啓発

省エネ設備機器の導入促進 啓発

業務部門 省エネ・省ＣＯ２の普及
環境に配慮した事業活動の推
進

啓発

啓発

啓発

啓発

率先導入

率先導入

省エネ建築物・設備機器の普
及

啓発

啓発

啓発

支援

率先導入

施策の方向２
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　学校給食での地場産食材の利用に努め、地場産食材の消費拡大とＰＲに努めます。
【学校給食地場産農産物使用割合：H20年 13.2％　H21年 11.6％　H22 13.0％】

　クールビズやウォームビズ、サマータイムの導入など、省エネルギーにつながる事業
活動の取り組みについて、普及啓発に努め、環境に配慮した事業活動を促進します。

　不要なものは買わない、購入するときは、環境負荷の尐ない製品エコマークやグリー
ンラベルなどの環境ラベルのついた商品を購入する「グリーン購入※6」について、普
及啓発に努め、環境に配慮した事業活動を促進します。

　食品などの輸送による環境負荷を軽減するため、地域で生産されたものを地域で消費
する「地産地消」について、情報提供に努め普及を促進します。

　施設等での電気・燃料の削減、グリーン購入やエコドライブ実践などを盛り込んだ
「糸魚川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）※7」に基づき、環境に配慮した事
業活動を推進します。

　環境配慮の取組を効果的・効率的に行う環境マネジメントシステム※1（「ＩＳＯ」
や「エコアクション21※2」）や、工場やビルの省エネ化に必要な技術、設備等のサー
ビスを提供し、一定の省エネ効果を請負事業者が保障する「ＥＳＣＯ事業※3」などに
ついて、事業内容や導入効果などの情報提供及び普及啓発に努め、省エネ対策を促進し
ます。

　「高効率機器設備」や「省エネ設備機器」の導入について、各種支援制度の情報提供
に努め、「省エネ設備機器」の導入を促進します。特に高い省エネ効果が期待できる
コージェネレーション※4の利用やヒートポンプシステム※5の導入の促進をします。

　環境配慮の取組を効果的・効率的に行う環境マネジメントシステム（「ＩＳＯ」や
「エコアクション21」）や、工場やビルの省エネ化に必要な技術、設備等のサービスを
提供し、一定の省エネ効果を請負事業者が保障する「ＥＳＣＯ事業」などについて、事
業内容や導入効果などの情報提供及び普及啓発に努め、省エネ対策を促進します。

　エネルギー消費の尐ないＬＥＤ照明、省エネＯＡ機器（パソコン、ルータ、サーバ
等）、エネルギー効率の高いコージェネレーションやヒートポンプなどを利用した高効
率給湯器、高効率空調設備などについて、国や県の支援制度や導入実例の情報提供及び
普及啓発を行い、省エネ設備機器の導入を促進します。

　断熱性や気密性が高く冷暖房効率に優れたり、採光に配慮し照明エネルギーの省エネ
効果に優れた「省エネ建築物」について、国や県の支援制度や導入実例の情報提供し、
省エネ建築物の導入を促進します。

　建築物や設備の省エネ化、再生可能エネルギー※8の導入により、エネルギー消費が
０又は概ね０なビル「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル※9」の普及を目指します。

　市公共施設の建設・改修などの際には、省エネ化を進めるものとし、ＬＥＤ照明への
入替や省エネＯＡ機器への入替などを推進します。

　自治会等が設置する街路灯について、設置助成を行うことにより、ＬＥＤ照明の普及
を促進します。

　　　　主要な施策
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部門 基本方針

業務部門 再生可能エネルギーの普及 エネルギーの地産地消の促進 啓発

支援

率先導入

家庭部門 省エネ・省ＣＯ２の普及 環境意識の啓発 啓発

啓発

支援

環境に配慮した生活の普及 啓発

啓発

啓発
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　　　　主要な施策

　糸魚川の豊かな自然環境を活かして、太陽エネルギーを利用した「太陽光発電設備・
太陽熱温水器」、小さな水流を利用して発電する「小水力発電」や、林産資源として発
生する「木質バイオマス※10」などの再生可能エネルギーについて、国や県の支援制度
や導入実例の情報提供し、エネルギーの地産地消を促進します。

　再生可能エネルギーの導入を検討している事業者に対して、関係機関と連携調整を図
り、エネルギーの地産地消を支援します。

　市公共施設へ太陽光発電設備など再生可能エネルギーの導入を進め、エネルギーの地
産地消のＰＲに努めます。

　地球温暖化の現状や地球温暖化対策の必要性について理解を深め、環境に配慮した行
動を促進するため、環境フェアを実施し、市民の環境意識の向上に努めます。

　再生可能エネルギー利用や省エネ設備の融合した環境モデルスポットの作成を検討
し、温暖化対策に対しての意識啓発に努めます。

　環境意識を持った人を育てるため、学校などに対し、環境教育資料の配布や環境に関
する講師を紹介するなど、環境教育の支援を行います。

　環境省が推進する温室効果ガス削減に向けた具体的な取り組み「チャレンジ25キャン
ペーン※11」の取り組みをはじめ、家庭で出来る省エネ行動とその効果やメリットを情
報提供し、省エネライフスタイルへの転換を促進します。

　不要なものは買わない、購入するときは、環境負荷の尐ない製品エコマークやグリー
ンラベルなどの環境ラベルのついた商品を購入する「グリーン購入」について、普及啓
発に努め、環境に配慮した行動を促進します。

　輸送による環境負荷を軽減するため、地域で生産されたものを地域で消費する「地産
地消」について、情報提供に努め、地産地消の普及を促進します。
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部門 基本方針

家庭部門 省エネ・省ＣＯ２の普及 省エネ住宅・家電の普及 啓発

啓発

啓発

啓発

支援

再生可能エネルギーの普及 エネルギーの地産地消の促進 啓発

支援
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　　　　主要な施策

　エネルギーの消費の尐ない省エネ型蛍光灯やＬＥＤ照明、省エネラベル※12を参考に
したエネルギー消費の尐ないトップランナー基準※13の「省エネ家電」について、導入
メリットなどの情報提供に努め、「省エネ家電」の普及を促進します。

　家庭の約３割のエネルギー消費量を占める「給湯」に関して、高効率給湯器（エコ
キュート※14やエコウィル※15など）の導入メリットなどの情報提供に努め、普及を促
進します。

　断熱性や気密性が高く冷暖房効率の高い「省エネ住宅」や、ＩＴ技術を利用し住宅全
体のエネルギー管理を行いエネルギーの消費を抑える「スマートハウス※16」につい
て、導入メリットなどの情報提供に努め、省エネ住宅の新築や既設住宅のリフォームの
普及を促進します。

　住宅や設備の省エネ化、再生可能エネルギーや蓄電池の導入により、エネルギー消費
が０又は概ね０な住宅「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス※17」の普及を目指しま
す。

　窓の断熱改修やＬＥＤ照明への取替工事など「省エネ住宅」へのリフォームを支援
し、「省エネ住宅」の普及を促進します。

　糸魚川の恵まれた自然を活かして、太陽エネルギーを利用した「太陽光発電設備・太
陽熱温水器」、林産資源として発生する「木質バイオマス」、地中熱を利用した「地中
熱ヒートポンプ※18」などの再生可能エネルギーについて、国や県の支援制度や導入実
例の情報提供し、エネルギーの地産地消を促進します。

　太陽エネルギーを利用した「太陽光発電設備・太陽熱温水器」、林産資源として発生
する「木質バイオマス」、地中熱を利用した「地中熱ヒートポンプ」などの再生可能エ
ネルギーについて、設備導入補助を行い、エネルギーの地産地消を促進します。
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部門 基本方針

運輸部門 省エネ・省ＣＯ２の普及 公共交通機関の利用促進 啓発

整備

支援

エコドライブの普及 啓発

啓発

エコカーの普及 啓発

整備

率先導入

支援

環境に配慮した輸送への転換
の促進

啓発

整備

28



　　　　主要な施策

　通勤に自家用車を利用しない「ノーマイカーデー※19」の普及啓発をきっかけにし
て、公共交通機関の利用を促進します。

　事業活動における輸送について、環境負荷が低く大量輸送機関である鉄道や船舶に切
り替える「モーダルシフト※21」や、荷主と物流事業者が協力し、個別の配送を行って
きた複数の企業が共同化することにより荷物を積合わせする「共同配送」の取組みにつ
いて普及啓発に努め、環境に配慮した輸送への転換を促進します。

　リサイクルポート※22（総合静脈物流拠点港）である姫川港の利用を活性化させ、車
輸送から船舶輸送への切り替えを促すため、姫川港の整備を促進します。

　路線バス、コミュニティバスや鉄道などの公共交通機関の交通手段を組み合わせ、利
用しやすい交通体系を整備することにより、公共交通機関の利用を促進します。

　公共交通機関を利用しやすい環境を整備するために、自治会等が実施する事業を支援
することにより、公共交通機関の利用を促進します。

　自動車の燃費を向上させる「エコドライブ※20」について、エコドライブ講習会を開
催し、エコドライブ体験や実践メリットの情報提供によって意識啓発を図り、「エコド
ライブ」の普及を促進します。

　自動車学校と連携を図り、新規免許取得者へのエコドライブ普及を促進します。

　温室効果ガスの排出量が尐ない低公害車や使用燃料の尐ない低燃費車などの「エコ
カー」について、税の優遇制度などの情報提供に努め、エコカーの導入を促進します。

　電気自動車利用者が電気自動車を安心して利用できる環境を作るため、電気自動車の
急速充電設備のインフラ整備に努めます。

　温室効果ガスの排出量が尐ない電気自動車等の普及促進を目的として、軽自動車税の
減税制度の創設を検討します。

　温室効果ガスの排出量が尐ない低公害車や使用燃料の尐ない低燃費車などの「エコ
カー」の庁用車への導入を進め、市民への意識啓発に努めます。
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部門 基本方針

廃棄物部門 循環型社会の形成
ごみの排出抑制と減量化の推
進

啓発

再使用・資源化の推進 啓発

森林吸収源対策 森林吸収機能の向上 計画的な森林整備の推進 整備

整備

森林の二酸化炭
素を吸収する機
能を向上するた

め

地場産木材の利用促進 啓発

支援

率先導入

木質資源の有効活用 支援

身近な緑化の推進 支援
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　　　　主要な施策

「マイバッグ等持参運動」の推進や、「簡易包装協力店の認定制度の検討」など容器包
装類の削減と排出抑制を進めるとともに、「生ごみ処理機器の購入補助」などにより、
生ごみの減量に努めるなど、家庭から排出されるごみの減量を推進します。
また、事業活動に伴って発生する廃棄物についても処理責任を明確化し、発生抑制と資
源化に努めます。

「不用品交換情報の提供」や「リサイクル協力店の認定制度の検討」に努めるととも
に、白色トレイ・牛乳パック・ペットボトルなどの「店頭回収協力店の普及」や使用済
み乾電池、蛍光管などの「拠点回収協力店」の拡充に努め、再使用・資源化を推進しま
す。

　地域や市民団体に花の苗を提供するなど、公共施設、職場、地域など身近な場所の緑
化を進める活動を推進します。

　人とジオパークの希望ある森づくりをテーマとし、持続可能な森林づくりを目指した
「糸魚川市森林整備計画」に基づき、県や林業関連団体と連携を図り、植林・間伐・下
草刈りなどの計画的な森林整備を推進します。
【市の森林面積割合：86.5％　　森林面積64,611ha／市面積74,624ha】

　森林整備を効果的かつ効率的に実施するため、基盤施設である林道や森林作業道の整
備を行い、計画的な森林整備を推進します。

　地場産木材を利用した住宅への助成制度や、森林整備によって発生する間伐材を利用
した建築用材などについての情報提供に努め、地場産材の利用を促進します。

　地場産木材を利用した住宅の建築や増改築工事などに対して、地場産材購入費の一部
を助成し、地場産材の消費拡大を促進します。

　森林整備の経営基盤を安定させ継続的に森林整備を行うため、公共工事や市公共施設
において、地場産木材を積極的に利用し、消費拡大とＰＲに努めます。

　森林整備によって発生する間伐材などについて、関係機関と連携を図り、有効活用で
きる体制づくりを促進し、木材資源の有効活用を促します。
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  ・計画の推進方法、推進体制、進行管理など 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進 


